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船橋市罹災証明書及び被災（届出）証明書交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）

第９０条の２第１項に基づき、法第２条第１号に規定する災害（火災を除く）（以下、「災

害」という。）によって船橋市内で生じた被害（以下「罹災」という。）の状況に対する

証明書（以下「証明書」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 建物 不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第１１１条に規定する屋根

及び周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目

的とする用途に供し得る状態にあるもの 

⑵ 住家 災害の被害認定基準について(平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣

府政策統括官（防災担当）通知。以下「認定基準」という。)に規定する現実に居住の

ために使用している建物 

⑶ 非住家 認定基準に規定する住家以外の建築物 

⑷ 不動産 民法（明治２９年法律第８９号。）第８６条第１項に規定する土地及びその

定着物 

⑸ 動産 民法第８６条第２項に規定する不動産以外のもの 

⑹ 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者と

なった者の状況をいう。 

 ⑺ 罹災証明書 住家について、罹災の程度を証明する書面 

⑻ 被災（届出）証明書 非住家、住家以外の不動産及び動産並びに人的被害について、

罹災の事実の届出があったことを証明する書面 

（証明書の申請内容等） 

第３条 前条７号及び８号の規定による証明書の申請内容及び罹災（被災）者は、別表の

証明書区分に応じ、同表に定めるところによる。 

 （交付の申請） 

第４条 前条の規定による罹災（被災）者は、市長に対し、証明書の交付の申請をするこ

とができる。 

２ 前項の規定による申請は、罹災（被災）証明願（第１号様式）により行わなければな

らない。この場合においては、申請者は、別表の証明書区分に応じ、同表に定める添付

書類を提出しなければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、

代理人は委任状を提出しなければならない。 

４ 前項の規定は、特別な事情があると市長が認めるときはその限りではない。 

（調査の実施） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調査

を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別な事情があると市長が認めるときはその

限りではない。 

２ 前項の調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、

実施するものとする。 
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 （証明書の交付） 

第６条 市長は、前条に定める調査の結果、罹災の程度を判定したときは、罹災証明書（第

２号様式）を交付するものとする。 

２ 市長は、第４条の規定による申請により、その事実を現認したときは、被災（届出）

証明書（第３号様式）を交付するものとする。 

（再調査の申請） 

第７条 前条第１項による罹災証明書の交付を受けた者は、当該罹災証明書により証明さ

れた被害の程度について、相当の理由をもって補正を求めるときは、再調査の申請をす

ることができる。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、再調査を行い、罹災証明書を交付するものとす

る。 

（証明書の再交付） 

第８条 証明書の交付を受けた者が再交付を受ける時は、第４条各項の規定により手続き

を行うものとする。なお、申請者本人確認書類以外の添付書類については省略すること

ができる。 

（手数料） 

第９条 第２条第７号及び８号の規定による証明書の交付に係る手数料は、船橋市手数料

条例（昭和３６年船橋市条例１１号）第１０条第２項の規定により、減免とする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

別表 

証明書区分 申請内容 罹災（被災）者 添付書類 

罹災証明書 住家 住家に居住する者 申請者本人確認書類 

被害箇所がわかる写真 

建物全体の写真 

被災（届出）証明書 非住家 非住家の占有者及び所

有者 

申請者本人確認書類 

被害箇所がわかる写真 

建物全体の写真 

登記簿等所有関係がわか

る書類 

住家以外の不

動産 

住家以外の不動産の占

有者及び所有者 

申請者本人確認書類 

被災現場・内容の写真 

動産 動産の占有者及び所有

者 

人的被害 人的被害を受けた者そ

の他市長が認めた者 

申請者本人確認書類 

被害の事実を証明する書

類 
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第１号様式-表 
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第１号様式-裏 

 
 

  



危機管理課 

第２号様式 
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第３号様式 

 
 


